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附 則

第 １ 章 総 則

（ 趣 旨 ）

第 １ 条 こ の 規 程 は 、 高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和

元 年 高 知 県 条 例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 14条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 知 事 部 局 に お け る 公 文 書 の 管 理 に 関 し 必 要 な

事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 定 義 ）

第 ２ 条 こ の 規 程 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ

れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

(１ ) 公 文 書 知 事 部 局 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た

文 書 （ 図 画 及 び 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他

人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ た

記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） で あ っ て 、

知 事 部 局 の 職 員 が 組 織 的 に 用 い る も の と し て 、 知 事 部 局 が 保



有 し て い る も の を い う 。 た だ し 、 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲

げ る も の を 除 く 。

(２ ) 電 子 公 文 書 公 文 書 の う ち 電 磁 的 記 録 で あ っ て 、 電 子 計

算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。

(３ ) 公 文 書 フ ァ イ ル 等 知 事 部 局 に お け る 能 率 的 な 事 務 又 は

事 業 の 処 理 及 び 公 文 書 の 適 切 な 保 存 に 資 す る よ う 、 相 互 に 密

接 な 関 連 を 有 す る 公 文 書 （ 保 存 期 間 を 同 じ く す る こ と が 適 当

で あ る も の に 限 る 。 ） を 一 の 集 合 物 に ま と め た も の （ 以 下

「 公 文 書 フ ァ イ ル 」 と い う 。 ） 及 び 単 独 で 管 理 し て い る 公 文

書 を い う 。

(４ ) 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 知 事 部 局 に お け る 公 文 書 フ ァ イ

ル 等 の 管 理 を 適 切 に 行 う た め に 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 分 類 、

名 称 、 保 存 期 間 、 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 、 保 存 期 間 が 満 了 し

た と き の 措 置 及 び 保 存 場 所 そ の 他 の 必 要 な 事 項 を 記 載 し た 帳

簿 を い う 。

(５ ) 文 書 情 報 シ ス テ ム 電 子 計 算 機 を 用 い て 公 文 書 の 起 案 、

保 管 、 廃 棄 等 を 行 う た め の プ ロ グ ラ ム を い う 。

(６ ) 本 庁 高 知 県 行 政 組 織 規 則 （ 平 成 15年 高 知 県 規 則 第 43

号 ） 第 ３ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 本 庁 を い う 。

(７ ) 出 先 機 関 高 知 県 行 政 組 織 規 則 第 ３ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る

出 先 機 関 を い う 。

第 ２ 章 管 理 体 制

（ 総 括 文 書 管 理 者 ）

第 ３ 条 知 事 部 局 に 総 括 文 書 管 理 者 を 置 き 、 総 務 部 長 を も っ て 充

て る 。

２ 総 括 文 書 管 理 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う も の と す る 。

(１ ) 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 及 び 移 管 ・ 廃 棄 簿 の 調 製

(２ ) 公 文 書 管 理 委 員 会 へ の 諮 問 及 び 答 申 等 に 対 す る 必 要 な 措

置 の 実 施

(３ ) 公 文 書 の 管 理 に 関 す る 研 修 の 実 施

(４ ) 組 織 の 新 設 又 は 改 廃 に 伴 う 必 要 な 措 置

(５ ) こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 細 則 の 整 備

(６ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 公 文 書 の 管 理 に 関 す る 事 務

の 総 括

（ 副 総 括 文 書 管 理 者 ）

第 ４ 条 知 事 部 局 に 副 総 括 文 書 管 理 者 を 置 き 、 総 務 部 文 書 情 報 課

長 を も っ て 充 て る 。

２ 副 総 括 文 書 管 理 者 は 、 前 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 事 務 に つ い て

総 括 文 書 管 理 者 を 補 佐 す る も の と す る 。

（ 文 書 管 理 者 ）

第 ５ 条 所 掌 事 務 に 関 す る 文 書 管 理 の 実 施 責 任 者 と し て 文 書 管 理

者 を 置 き 、 高 知 県 事 務 処 理 規 則 （ 平 成 15年 高 知 県 規 則 第 44号 ）

第 ２ 条 第 18号 に 規 定 す る 課 長 及 び 同 条 第 20号 に 規 定 す る 所 長 を

も っ て 充 て る 。

２ 総 括 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 充 て ら れ た 文 書 管 理 者



の ほ か 、 適 正 な 文 書 管 理 を 確 保 す る た め に 文 書 管 理 者 を 指 名 す

る こ と が で き る 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 そ の 管 理 す る 公 文 書 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 事

務 を 行 う も の と す る 。

(１ ) 保 存

(２ ) 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 の 設 定

(３ ) 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 へ の 記 載

(４ ) 移 管 又 は 廃 棄 （ 移 管 ・ 廃 棄 簿 へ の 記 載 を 含 む 。 ） 等

(５ ) 管 理 状 況 の 点 検 等

(６ ) 第 ３ 章 の 公 文 書 の 作 成 、 第 38条 第 １ 項 の 文 書 分 類 表 の 作

成 等 に よ る 公 文 書 の 整 理 そ の 他 公 文 書 の 管 理 に 関 す る 職 員 の

指 導 等

（ 文 書 管 理 主 任 ）

第 ６ 条 課 及 び 出 先 機 関 に 文 書 管 理 主 任 を 置 き 、 当 該 課 の 庶 務 を

担 当 す る 課 長 補 佐 又 は 当 該 出 先 機 関 の 庶 務 を 担 当 す る 次 長 （ こ

れ ら の 職 を 置 か な い 課 及 び 出 先 機 関 に あ っ て は 、 庶 務 を 担 当 す

る 職 員 の う ち か ら 文 書 管 理 者 が 指 名 し た 者 ） を も っ て 充 て る 。

２ 文 書 管 理 主 任 は 、 前 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 事 務 を 補 佐 す る ほ

か 、 文 書 の 収 受 及 び 発 送 に 係 る 事 務 を 行 う も の と す る 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 文 書 管 理 者 又 は 文 書 管 理 主 任 の 事 務 を 補 助 さ

せ る た め 、 文 書 管 理 主 任 補 助 者 を 指 名 す る こ と が で き る 。

（ 監 査 責 任 者 ）

第 ７ 条 知 事 部 局 に 監 査 責 任 者 を 置 き 、 公 文 書 館 の 長 （ 以 下 「 公

文 書 館 長 」 と い う 。 ） を も っ て 充 て る 。

２ 監 査 責 任 者 は 、 公 文 書 の 管 理 の 状 況 に つ い て 監 査 を 行 う も の

と す る 。

（ 職 員 の 責 務 ）

第 ８ 条 職 員 は 、 条 例 の 趣 旨 に の っ と り 、 関 連 す る 例 規 等 並 び に

総 括 文 書 管 理 者 及 び 文 書 管 理 者 の 指 示 に 従 い 、 公 文 書 を 適 正 に

管 理 し な け れ ば な ら な い 。

第 ３ 章 作 成

第 １ 節 通 則

（ 文 書 主 義 の 原 則 ）

第 ９ 条 職 員 は 、 文 書 管 理 者 の 指 示 に 従 い 、 条 例 第 ８ 条 の 規 定 に

基 づ き 、 条 例 第 １ 条 の 目 的 の 達 成 に 資 す る た め 、 知 事 部 局 に お

け る 経 緯 も 含 め た 意 思 決 定 に 至 る 過 程 並 び に 知 事 部 局 の 事 務 及

び 事 業 の 実 績 を 合 理 的 に 跡 付 け 、 又 は 検 証 す る こ と が で き る よ

う 、 処 理 に 係 る 事 案 が 軽 微 な も の で あ る 場 合 を 除 き 、 文 書 を 作

成 し な け れ ば な ら な い 。

（ 打 合 せ 等 の 記 録 に 係 る 文 書 作 成 ）

第 10条 前 条 の 文 書 主 義 の 原 則 に 基 づ き 、 知 事 部 局 内 部 の 打 合

せ 、 知 事 部 局 の 外 部 の 者 と の 折 衝 等 を 含 め 、 業 務 に 係 る 政 策 立

案 、 事 務 及 び 事 業 の 実 施 の 方 針 等 に 影 響 を 及 ぼ す 打 合 せ 等 （ 次

条 第 ２ 項 に お い て 「 打 合 せ 等 」 と い う 。 ） の 記 録 に つ い て は 、

文 書 を 作 成 す る も の と す る 。



（ 適 切 か つ 効 率 的 な 文 書 作 成 ）

第 11条 文 書 の 作 成 に 当 た っ て は 、 文 書 の 正 確 性 を 確 保 す る た

め 、 そ の 内 容 に つ い て 原 則 と し て 複 数 の 職 員 に よ る 確 認 を 経 た

上 で 、 文 書 管 理 者 が 確 認 す る も の と し 、 作 成 に 関 し 、 部 局 長 等

上 位 の 職 員 か ら 指 示 が あ っ た 場 合 は 、 そ の 指 示 を 行 っ た 者 の 確

認 も 経 る も の と す る 。

２ 知 事 部 局 の 外 部 の 者 と の 打 合 せ 等 の 記 録 の 作 成 に 当 た っ て

は 、 知 事 部 局 の 出 席 者 に よ る 確 認 を 経 る と と も に 、 可 能 な 限

り 、 当 該 打 合 せ 等 の 相 手 方 （ 以 下 「 相 手 方 」 と い う 。 ） の 発 言

部 分 等 に つ い て も 、 相 手 方 に よ る 確 認 等 に よ り 、 正 確 性 の 確 保

を 期 す る も の と す る 。 た だ し 、 相 手 方 の 発 言 部 分 等 に つ い て 記

録 を 確 定 し 難 い 場 合 は 、 そ の 旨 を 判 別 で き る よ う に 記 載 す る も

の と す る 。

３ 文 書 の 作 成 に 当 た っ て は 、 常 用 漢 字 表 （ 平 成 22年 11月 内 閣 告

示 第 ２ 号 ） 、 現 代 仮 名 遣 い （ 昭 和 61年 ７ 月 内 閣 告 示 第 １ 号 ） 、

送 り 仮 名 の 付 け 方 （ 昭 和 48年 ６ 月 内 閣 告 示 第 ２ 号 ） 及 び 外 来 語

の 表 記 （ 平 成 ３ 年 ６ 月 内 閣 告 示 第 ２ 号 ） 並 び に 別 に 定 め る 公 用

文 に お け る 漢 字 使 用 等 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 56年 11月 高 知 県 訓 令

第 14号 ） 等 に よ り 、 分 か り や す い 用 字 用 語 で 的 確 か つ 簡 潔 に 記

載 し な け れ ば な ら な い 。

４ 公 文 書 の 書 き 方 は 、 左 横 書 き と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る も

の は 、 こ の 限 り で な い 。

(１ ) 法 令 又 は 例 規 に よ り 縦 書 き と 定 め ら れ て い る も の

(２ ) 提 出 を 要 す る 文 書 で あ っ て 、 当 該 文 書 の 提 出 先 が 縦 書 き

の 様 式 を 定 め て い る も の

(３ ) 表 彰 状 、 感 謝 状 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 副 総 括 文 書 管 理 者 が 縦 書 き

に よ る こ と が 適 当 で あ る と 認 め た も の

５ 前 項 の 左 横 書 き 公 文 書 の 書 き 方 は 、 別 に 定 め る 左 横 書 き 文 書

の 作 成 要 領 （ 平 成 ５ 年 10月 高 知 県 訓 令 第 14号 ） に よ る も の と す

る 。

６ 文 書 の 作 成 に 当 た っ て 反 復 利 用 が 可 能 な 様 式 、 資 料 等 の 情 報

に つ い て は 、 電 子 掲 示 板 等 を 活 用 し 職 員 の 利 用 に 供 す る も の と

す る 。

第 ２ 節 公 文 書 の 例 式

（ 公 文 書 の 種 類 ）

第 12条 公 文 書 の 種 類 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。

(１ ) 法 規 公 文 書

ア 条 例 （ 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 14条 の 規 定

に 基 づ き 制 定 す る も の ）

イ 規 則 （ 地 方 自 治 法 第 15条 の 規 定 に 基 づ き 制 定 す る も の ）

(２ ) 公 示 公 文 書

ア 告 示 （ 法 令 の 規 定 若 し く は 権 限 に 基 づ く 処 分 を 行 う た め

又 は 処 分 等 を し た 事 項 を 管 内 一 般 又 は そ の 一 部 に 公 示 す る

も の ）



イ 公 告 （ 一 定 の 事 実 を 管 内 一 般 又 は そ の 一 部 に 公 示 す る も

の ）

(３ ) 令 達 公 文 書

ア 訓 令 （ 本 庁 、 出 先 機 関 そ の 他 監 督 下 に あ る 行 政 機 関 又 は

所 属 職 員 に 対 し 、 職 務 上 発 す る 命 令 で 公 表 を 要 す る も の ）

イ 訓 （ 本 庁 、 出 先 機 関 そ の 他 監 督 下 に あ る 行 政 機 関 又 は 所

属 職 員 に 対 し 、 職 務 上 発 す る 命 令 で 公 表 を 要 し な い も の ）

ウ 内 訓 （ 訓 で 機 密 に 属 す る も の ）

エ 達 （ 職 権 に 基 づ き 、 特 定 の 個 人 又 は 団 体 に 対 し て 一 方 的

に 特 定 の 事 項 を 命 令 し 、 禁 止 し 、 若 し く は 停 止 し 、 又 は 既

に 与 え た 許 可 、 認 可 等 の 行 政 行 為 を 取 り 消 す も の ）

オ 指 令 （ 個 人 、 団 体 、 市 町 村 等 か ら の 申 請 又 は 出 願 に 対

し 、 権 限 に 基 づ い て 許 可 、 認 可 等 の 行 政 行 為 を な し 、 又 は

行 為 を 命 令 す る も の ）

(４ ) 普 通 公 文 書

ア 照 会 （ 行 政 機 関 、 個 人 、 団 体 等 に 対 し 、 問 い 合 わ せ る も

の ）

イ 回 答 （ 照 会 又 は 依 頼 に 対 し 、 答 え る も の ）

ウ 通 知 （ 特 定 の 相 手 方 に 対 し 、 一 定 の 事 実 又 は 意 思 を 知 ら

せ る も の ）

エ 依 頼 （ 行 政 機 関 、 個 人 、 団 体 等 に 対 し 、 一 定 の 事 項 を 頼

む も の ）

オ 報 告 （ 法 令 等 の 規 定 に よ り 、 特 定 の 相 手 方 に 対 し 、 一 定

の 事 実 又 は 意 思 を 知 ら せ る も の ）

カ 諮 問 （ 一 定 の 機 関 に 対 し 、 法 令 上 定 め ら れ た 事 項 に つ い

て 意 見 を 求 め る も の ）

キ 答 申 （ 諮 問 を 受 け た 機 関 が そ の 諮 問 に 対 し て 意 見 を 述 べ

る も の ）

ク 進 達 （ 経 由 す べ き も の と さ れ て い る 申 請 書 、 願 書 等 を 国

又 は 県 の 機 関 に 送 達 す る も の ）

ケ 副 申 （ 申 請 書 、 願 書 等 を 進 達 す る 場 合 に 意 見 を 付 け 、 国

又 は 県 の 機 関 に 送 達 す る も の ）

コ 申 請 （ 法 令 等 の 規 定 に よ り 、 許 可 、 認 可 、 承 認 等 一 定 の

行 為 を 求 め る も の ）

サ 建 議 （ 諮 問 機 関 が そ の 属 す る 行 政 機 関 そ の 他 関 係 機 関 に

対 し 、 一 定 の 意 見 等 を 申 し 出 る も の ）

シ 通 達 （ 国 、 県 又 は 上 司 が そ の 所 掌 事 務 に つ い て 、 県 、 市

町 村 、 所 属 職 員 等 に 対 し て 、 法 令 の 解 釈 、 運 用 方 針 等 職 務

上 の 細 目 的 事 項 を 指 示 し 、 又 は そ の 他 一 定 の 行 為 を 命 ず る

も の ）

ス 依 命 通 達 （ 行 政 機 関 の 補 助 機 関 が 当 該 機 関 の 命 を 受 け て

自 己 の 名 で 通 達 す る も の ）

セ そ の 他 （ 協 議 、 請 求 、 督 促 、 伝 達 、 願 い 出 、 届 出 等 を す

る も の ）

(５ ) そ の 他 の 公 文 書



表 彰 状 、 感 謝 状 、 賞 状 、 辞 令 、 契 約 書 、 決 定 書 、 請 願 書 、

書 簡 文 、 証 明 書 、 部 内 関 係 公 文 書 そ の 他 の 公 文 書

２ 公 文 書 の 例 式 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 ４ 章 文 書 の 取 扱 い

第 １ 節 供 覧 、 起 案 及 び 決 裁

（ 供 覧 ）

第 13条 文 書 管 理 主 任 は 、 文 書 及 び 物 品 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 文 書 等 」 と い う 。 ） が 配 布 さ れ 、 又 は 文 書 等 を 受 け 付 け た と

き は 、 速 や か に 文 書 管 理 者 の 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。

２ 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 文 書 等 を 閲 覧 し た と き は 、

上 司 に 報 告 を し て そ の 指 示 を 受 け 、 又 は 自 ら 処 理 す る も の の ほ

か 、 こ れ に 処 理 期 限 そ の 他 必 要 な 指 示 を 付 し て 、 速 や か に 事 務

担 当 者 に 配 布 し 、 遅 滞 な く 処 理 さ せ な け れ ば な ら な い 。

（ 公 文 書 の 処 理 促 進 ）

第 14条 文 書 管 理 者 は 、 必 要 に 応 じ て 公 文 書 の 処 理 状 況 を 調 査

し 、 未 処 理 の も の に つ い て は 、 必 要 な 指 示 を す る 等 の 方 法 に よ

り 、 処 理 の 促 進 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。

（ 起 案 ）

第 15条 決 裁 を 受 け よ う と す る と き は 、 原 則 と し て 文 書 情 報 シ ス

テ ム を 利 用 し 、 別 記 第 １ 号 様 式 に よ る 回 議 書 を 用 紙 に 出 力 し て

起 案 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 案 に つ い て

は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 起 案 す る こ と が で き る 。

(１ ) 文 書 情 報 シ ス テ ム の 利 用 に よ り 起 案 し 難 い 事 案 に つ い

て 、 副 総 括 文 書 管 理 者 に あ ら か じ め 協 議 し た 上 、 他 の 方 法 に

よ り 起 案 す る こ と 。

(２ ) 軽 易 な 事 案 に つ い て 、 収 受 し た 文 書 の 余 白 等 を 用 い て 起

案 す る こ と 。

(３ ) 同 一 文 例 に よ っ て 継 続 的 に 起 案 す る こ と が で き る 事 案 に

つ い て 、 文 案 そ の 他 に つ い て 、 あ ら か じ め 決 裁 を 受 け た 後 、

簡 易 な 様 式 を も っ て 起 案 す る こ と 。

(４ ) 緊 急 や む を 得 な い 理 由 に よ り 、 文 書 に よ り 起 案 す る こ と

が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 事 案 に つ い て 、 事 後 に お い て 遅 滞

な く 起 案 し 、 決 裁 手 続 を 経 る こ と 。

（ 起 案 文 書 の 作 成 ）

第 16条 起 案 は 、 次 に 掲 げ る 要 領 に よ る も の と す る 。

(１ ) 事 案 ご と に 起 案 す る こ と 。 た だ し 、 ２ 以 上 の 事 案 で 相 互

に 関 係 の あ る も の に つ い て は 、 こ れ を １ 事 案 と み な し 、 一 つ

の 起 案 で 処 理 す る こ と が で き る 。

(２ ) 起 案 文 書 に は 、 事 案 の 内 容 に 即 し た 分 か り や す い 件 名 を

付 す る こ と 。

(３ ) 平 易 、 簡 素 か つ 明 瞭 に 表 現 す る こ と 。

(４ ) 起 案 理 由 を 簡 明 に 記 載 し 、 必 要 が あ れ ば 関 係 法 令 、 予 算

関 係 そ の 他 参 考 事 項 を そ の 末 尾 に 付 記 し 、 又 は 添 付 し て 、 そ

の 根 拠 を 明 ら か に す る こ と 。



(５ ) 必 要 の あ る も の は 、 起 案 文 書 に 添 付 し た 施 行 し よ う と す

る 文 書 の 末 尾 に 、 課 、 担 当 、 担 当 者 名 、 電 話 番 号 等 を 記 載 す

る こ と 。

(６ ) 文 書 情 報 シ ス テ ム に よ る 修 正 の 場 合 を 除 き 、 金 額 そ の 他

重 要 な 事 項 を 修 正 し た と き は 、 そ の 箇 所 に 認 印 を 押 す こ と 。

（ 令 達 公 文 書 の 宛 名 ）

第 17条 指 令 等 の 令 達 公 文 書 の 宛 名 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ ら

な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 官 公 署 に 対 し て は 、 そ の 長 （ 氏 名 を 記 入 し な い 。 ）

(２ ) 法 人 で あ る 公 私 の 団 体 に 対 し て は 、 そ の 法 人 名

(３ ) 法 人 で な い 団 体 に 対 し て は 、 そ の 団 体 名 及 び そ の 長 又 は

代 表 者 の 氏 名

(４ ) 法 人 を 設 立 す る 場 合 に は 、 そ の 設 立 代 表 者 の 氏 名

(５ ) 個 人 に 対 し て は 、 そ の 住 所 及 び 氏 名

（ 発 信 者 名 ）

第 18条 普 通 公 文 書 の 発 信 者 名 は 、 別 表 第 １ に 定 め る と こ ろ に よ

る も の と す る 。 た だ し 、 照 会 に 対 す る 回 答 の 場 合 は 、 原 則 と し

て 照 会 を 受 け た 者 の 名 を も っ て す る も の と す る 。

（ 決 裁 ）

第 19条 起 案 文 書 に よ り 決 裁 を 受 け る と き は 、 起 案 文 書 の 所 定 の

欄 に 押 印 又 は 署 名 を す る 方 法 に よ り 、 順 次 上 司 の 審 査 を 経 て 、

決 裁 権 者 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 文 書 情 報 シ ス テ ム に よ り 起 案 し た 文 書 に つ い て は 、 起 案 者

は 、 決 裁 を 受 け た 後 に 文 書 情 報 シ ス テ ム に そ の 結 果 の 登 録 を し

な け れ ば な ら な い 。

３ 起 案 文 書 で 秘 密 を 要 す る も の 又 は 特 に 重 要 な も の は 、 担 当 者

又 は 責 任 者 が 携 行 し て 審 査 及 び 決 裁 を 受 け る も の と す る 。

４ 決 裁 の 手 続 に つ い て は 、 高 知 県 事 務 処 理 規 則 に 定 め る と こ ろ

に よ り 、 正 確 か つ 迅 速 に 行 う も の と す る 。

（ 法 規 公 文 書 等 の 審 査 ）

第 20条 条 例 議 案 は 、 事 前 に 総 務 部 法 務 課 （ 以 下 「 法 務 課 」 と い

う 。 ） の 法 規 審 査 を 受 け た 後 、 高 知 県 法 制 審 議 会 規 程 （ 昭 和 36

年 12月 高 知 県 訓 令 第 34号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 高 知 県 法 制 審 議 会

の 審 議 を 経 な け れ ば な ら な い 。

２ 規 則 、 訓 令 、 告 示 そ の 他 県 の 例 規 と な る べ き も の の 事 案 は 、

法 務 課 の 法 規 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

３ 前 ２ 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 高 知 県 公 報 に 登 載 す る 必 要 の

あ る 公 文 書 は 、 法 務 課 の 審 査 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 次 条 の 規 定 に 基 づ き 例 文 に よ り 処 理 す る こ と が で き る 規 程

形 式 以 外 の 告 示 及 び 公 告 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 例 文 登 録 ）

第 21条 規 程 形 式 以 外 の 告 示 及 び 公 告 の う ち 定 例 的 な も の に つ い

て は 、 例 文 に よ り 処 理 す る こ と が で き る 。

２ 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に 基 づ き 例 文 に よ り 処 理 し よ う と

す る 事 案 に つ い て は 、 総 務 部 法 務 課 長 （ 以 下 こ の 条 に お い て



「 法 務 課 長 」 と い う 。 ） が 別 に 定 め る 様 式 に よ り 、 あ ら か じ め

法 務 課 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

３ 法 務 課 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 協 議 の 結 果 、 適 当 で あ る と 認

め る と き は 、 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ る 例 文 登 録 台 帳 に 例 文 と し て

記 載 し 、 そ の 旨 を 協 議 し た 文 書 管 理 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。

４ 例 文 に よ り 処 理 す る こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ る 事 案 に つ

い て は 、 法 務 課 長 は 、 当 該 事 案 を 所 掌 す る 文 書 管 理 者 に 協 議 す

る こ と が で き る 。

５ 前 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 務 課 長 は 、 各 課 に 共 通 す る 定

例 的 な 告 示 及 び 公 告 を 自 ら 例 文 と し て 例 文 登 録 台 帳 に 記 載 す る

こ と が で き る 。

６ 第 ２ 項 か ら 前 項 ま で の 規 定 は 、 例 文 登 録 台 帳 に 記 載 さ れ た 例

文 の 変 更 及 び 抹 消 に つ い て 準 用 す る 。

（ 起 案 文 書 の 修 正 及 び 廃 案 ）

第 22条 起 案 文 書 に つ い て 決 裁 者 が 内 容 の 修 正 を 求 め た 場 合 は 、

起 案 者 が 当 該 内 容 を 修 正 の 上 、 当 該 決 裁 者 に 改 め て 決 裁 を 求 め

る も の と す る 。 た だ し 、 決 裁 者 が 起 案 者 に 連 絡 の 上 、 起 案 文 書

の 内 容 を 修 正 す る こ と を 妨 げ な い 。

２ 起 案 文 書 に つ い て 、 決 裁 者 が 廃 案 と す る こ と と し た 場 合 は 、

起 案 者 は 起 案 用 紙 に 「 廃 案 」 の 表 示 を 行 い 、 廃 案 と な っ た 理 由

を 付 し て 整 理 及 び 保 存 を す る も の と す る 。

（ 記 号 及 び 番 号 ）

第 23条 決 裁 権 者 の 決 裁 を 受 け た 公 文 書 に は 、 次 に 定 め る と こ ろ

に よ り 記 号 及 び 番 号 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 軽 易 な

公 文 書 そ の 他 文 書 管 理 上 効 率 的 で あ る と 文 書 管 理 者 が 認 め る も

の は 、 記 号 及 び 番 号 を 付 さ な い こ と が で き る 。

( １ ) 訓 、 内 訓 、 達 及 び 指 令 の 記 号 は 、 そ れ ぞ れ 「 高 知 県

訓 」 、 「 高 知 県 内 訓 」 、 「 高 知 県 達 」 及 び 「 高 知 県 指 令 」 と

し 、 そ の 次 に 普 通 公 文 書 の 記 号 及 び 番 号 を 用 い る こ と 。

(２ ) 普 通 公 文 書 の 記 号 は 、 年 度 に 相 当 す る 数 字 の 次 に 高 を 用

い 、 そ の 次 に ２ 文 字 の 課 名 又 は 出 先 機 関 名 を 表 す 略 称 を 用

い 、 番 号 は 、 原 則 と し て 会 計 年 度 ご と に 文 書 情 報 シ ス テ ム に

よ っ て 付 さ れ る 一 連 の 番 号 を 付 す る こ と 。

(３ ) 第 15条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 起 案 し た 普

通 公 文 書 の 記 号 は 、 年 度 に 相 当 す る 数 字 の 次 に 高 知 を 用 い 、

そ の 次 に ２ 文 字 の 課 名 又 は 出 先 機 関 名 を 表 す 略 称 を 用 い 、 番

号 は 、 会 計 年 度 ご と に 一 連 の 番 号 を 付 す る こ と 。

２ 前 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 普 通 公 文 書 の 番 号 は 、 別 記 第 ３ 号 様 式

に よ る 公 文 書 番 号 簿 に よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。

（ 再 度 の 決 裁 を 受 け な い 決 裁 終 了 後 の 決 裁 文 書 の 修 正 の 禁 止 ）

第 24条 決 裁 文 書 の 内 容 を 決 裁 終 了 後 に 修 正 す る こ と は 、 修 正 を

行 う た め の 決 裁 文 書 を 起 案 し 、 改 め て 順 次 決 裁 を 受 け る こ と

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 修 正 の た め の 決 裁 」 と い う 。 ） を し な

け れ ば 、 こ れ を 行 っ て は な ら な い 。



２ 修 正 の た め の 決 裁 に は 、 当 初 の 決 裁 文 書 か ら の 修 正 の 箇 所 及

び 内 容 並 び に 修 正 の 理 由 を 記 し た 資 料 を 添 付 し な け れ ば な ら な

い 。

３ 知 事 部 局 の 意 思 決 定 の 内 容 そ の も の が 記 載 さ れ て い る 、 直 接

的 な 決 裁 対 象 と な る 公 文 書 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 決 裁 対 象 文

書 」 と い う 。 ） に つ い て 修 正 を 行 っ た 場 合 は 、 そ の 原 本 は 、 修

正 の た め の 決 裁 に よ り 修 正 が 行 わ れ た 後 の 決 裁 対 象 文 書 と す

る 。

４ 修 正 の た め の 決 裁 を 行 っ た 場 合 は 、 決 裁 対 象 文 書 の う ち 施 行

が 必 要 な 文 書 に つ い て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 修 正 の た め の 決 裁

が 終 了 し た 時 期 の 区 分 に 応 じ て 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 掲 げ る 文

書 番 号 及 び 施 行 日 に よ り 施 行 す る も の と す る 。

(１ ) 当 初 の 決 裁 対 象 文 書 の 施 行 前 当 初 の 決 裁 に お け る 文 書

番 号 及 び 施 行 日

(２ ) 当 初 の 決 裁 対 象 文 書 の 施 行 後 修 正 の た め の 決 裁 に お け

る 文 書 番 号 及 び 施 行 日

５ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 初 の 決 裁 文 書 の 本 体 で は な く 、

当 該 決 裁 の 説 明 を 行 う た め に 添 付 し た 資 料 の み を 修 正 し た 場 合

は 、 施 行 が 必 要 な 文 書 に つ い て は 、 当 初 の 決 裁 に お け る 文 書 番

号 及 び 施 行 日 に よ り 施 行 す る も の と す る 。

６ 修 正 の 内 容 が 、 客 観 的 に 明 白 な 計 算 違 い 、 誤 記 、 誤 植 、 脱 字

等 軽 微 か つ 明 白 な 誤 り に 係 る も の で あ る 場 合 は 、 第 １ 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 修 正 の た め の 決 裁 に

係 る 手 続 を 簡 素 化 す る こ と が で き る 。

第 ２ 節 文 書 の 施 行

（ 浄 書 及 び 校 合 ）

第 25条 決 裁 権 者 の 決 裁 を 受 け た 公 文 書 で 発 送 又 は 送 信 を 要 す る

も の は 、 担 当 者 が 浄 書 し 、 校 合 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 担 当 者 は 、 起 案 文 書 の 所 定 の 欄 に 押 印 又 は 署 名

を し な け れ ば な ら な い 。

（ 公 印 ）

第 26条 決 裁 権 者 の 決 裁 を 受 け た 公 文 書 （ 電 子 公 文 書 で 施 行 す る

公 文 書 を 除 く 。 ） で あ っ て 、 公 印 の 押 印 を 要 す る も の は 、 浄 書

後 に 高 知 県 公 印 規 程 （ 昭 和 41年 ９ 月 高 知 県 訓 令 第 50号 ） の 定 め

る と こ ろ に よ り 、 公 印 の 押 印 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 県 の 機 関 相 互 間 の 公 文 書 、 行 政 機 関 、 団 体 等 に 対 す る 軽 易

な 公 文 書 そ の 他 文 書 管 理 者 が 公 印 の 押 印 を 要 し な い と 認 め た 公

文 書 に つ い て は 、 公 印 の 押 印 を 省 略 す る こ と が で き る 。

２ 前 項 本 文 の 規 定 に よ り 公 印 の 押 印 を 受 け な け れ ば な ら な い 公

文 書 に つ い て 、 多 数 の 押 印 を 必 要 と す る 等 の 事 情 が あ る 場 合

は 、 高 知 県 公 印 規 程 第 ２ 条 に 規 定 す る 公 印 管 理 者 （ 以 下 こ の 条

に お い て 「 公 印 管 理 者 」 と い う 。 ） の 承 認 を 得 て 、 公 印 に 代 え

て そ の 印 影 を 刷 り 込 み 、 又 は あ ら か じ め 公 印 の 押 印 を 受 け て お

く こ と が で き る 。

３ 前 項 の 規 定 に 基 づ き 公 印 の 印 影 を 印 刷 し 、 又 は あ ら か じ め 公



印 の 押 印 を 受 け た 公 文 書 の 用 紙 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 押 印 済

み 用 紙 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 公 印 管 理 者 又 は 高 知 県 公 印 規

程 第 ８ 条 に 規 定 す る 公 印 取 扱 者 （ 次 項 に お い て 「 公 印 取 扱 者 」

と い う 。 ） が 厳 重 に 保 管 す る と と も に 、 別 記 第 ４ 号 様 式 に よ る

押 印 済 み 用 紙 受 払 簿 に よ り そ の 使 用 状 況 を 明 ら か に し て お か な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 押 印 済 み 用 紙 の 使 用 状 況 を 常 に

明 ら か に す る こ と が で き る 場 合 で あ っ て 、 副 総 括 文 書 管 理 者 の

承 認 を 得 た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

４ 押 印 済 み 用 紙 の 交 付 に 係 る 事 務 を 委 託 す る 場 合 に お い て は 、

当 該 委 託 を 受 け た 者 に 当 該 押 印 済 み 用 紙 を 保 管 さ せ る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 公 印 管 理 者 又 は 公 印 取 扱 者 は 、 当 該

委 託 を 受 け た 者 に 対 し 、 前 項 本 文 の 規 定 に 準 じ て 当 該 押 印 済 み

用 紙 を 厳 重 に 保 管 さ せ 、 そ の 使 用 状 況 を 明 ら か に さ せ て お く と

と も に 、 必 要 に 応 じ て 当 該 使 用 状 況 に つ い て 報 告 さ せ な け れ ば

な ら な い 。

５ 外 国 の 地 方 公 共 団 体 の 機 関 等 に 対 す る 公 文 書 に つ い て は 、 第

１ 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 公 文 書 の 発 信 者 が 署 名 す る

こ と に よ り 同 項 本 文 の 規 定 に よ る 公 印 の 押 印 に 代 え る こ と が で

き る 。

（ 電 子 署 名 ）

第 27条 電 子 公 文 書 で 施 行 す る 公 文 書 で あ っ て 、 高 知 県 電 子 署 名

規 程 （ 平 成 14年 ７ 月 高 知 県 訓 令 第 20号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す

る 電 子 署 名 （ 以 下 「 電 子 署 名 」 と い う 。 ） を 要 す る も の は 、 浄

書 後 に 同 令 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 子 署 名 の 付 与 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。

（ 経 由 印 ）

第 28条 出 先 機 関 を 経 由 す る 公 文 書 の う ち 副 申 又 は 添 書 を 要 し な

い も の は 、 当 該 文 書 の 余 白 に 別 記 第 ５ 号 様 式 に よ る 経 由 印 を 押

し て 施 行 す る こ と が で き る 。

第 ３ 節 収 受 及 び 発 送

（ 収 受 ）

第 29条 文 書 管 理 主 任 は 、 封 か ん の ま ま 配 布 さ れ た 文 書 を 開 封

し 、 そ の 余 白 に 収 受 日 付 印 を 押 印 し な け れ ば な ら な い 。

２ 文 書 管 理 主 任 は 、 配 布 さ れ た 文 書 を 収 受 し 、 文 書 情 報 シ ス テ

ム に 収 受 の 登 録 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 定 期 刊 行 物 、

パ ン フ レ ッ ト 、 挨 拶 状 そ の 他 軽 易 な も の 及 び 文 書 管 理 者 が 文 書

情 報 シ ス テ ム へ の 収 受 の 登 録 以 外 の 方 法 に よ り 処 理 す る こ と が

適 当 で あ る と 認 め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 収 受 未 処 理 文 書 の 処 理 ）

第 30条 前 条 に 規 定 す る 収 受 の 手 続 を 経 て い な い 文 書 は 、 速 や か

に 文 書 管 理 主 任 に 回 付 し 、 そ の 手 続 を 経 な け れ ば な ら な い 。

（ 電 子 公 文 書 の 取 扱 い ）

第 31条 職 員 は 、 電 子 的 方 式 に よ り 受 信 し た 文 書 の う ち 公 文 書 と

し て 取 得 す べ き も の に つ い て 、 文 書 情 報 シ ス テ ム に 収 受 の 登 録

を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 定 期 刊 行 物 、 パ ン フ レ ッ ト 、



挨 拶 状 そ の 他 軽 易 な も の 及 び 文 書 管 理 者 が 文 書 情 報 シ ス テ ム へ

の 収 受 の 登 録 以 外 の 方 法 に よ り 処 理 す る こ と が 適 当 で あ る と 認

め る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 文 書 の 移 送 ）

第 32条 職 員 は 、 取 得 し た 文 書 が 他 の 所 属 の 所 掌 に 係 る も の で あ

る こ と が 判 明 し た と き は 、 速 や か に 当 該 所 属 の 文 書 管 理 主 任 に

移 送 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 移 送 先 が 不 明 で あ る 場 合

は 、 総 務 部 管 財 課 の 文 書 管 理 主 任 に 移 送 し な け れ ば な ら な い 。

（ 電 子 的 方 式 に よ る 発 信 ）

第 33条 電 子 的 方 式 に よ る 公 文 書 の 送 信 は 、 担 当 者 が 、 電 子 計 算

機 又 は フ ァ ク シ ミ リ 装 置 を 利 用 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、

電 子 署 名 を 要 す る 電 子 公 文 書 を 送 信 す る と き は 、 文 書 管 理 主 任

が 行 う も の と す る 。

（ 発 送 済 公 文 書 の 処 理 ）

第 34条 起 案 者 は 、 第 15条 第 １ 項 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 起 案 し

た 公 文 書 を 決 裁 後 に 発 送 し た と き は 、 文 書 情 報 シ ス テ ム に 発 送

年 月 日 の 登 録 を し な け れ ば な ら な い 。

２ 起 案 者 は 、 第 15条 第 ２ 項 第 １ 号 に 規 定 す る と こ ろ に よ り 起 案

し た 公 文 書 を 決 裁 後 に 発 送 し た と き は 、 当 該 起 案 文 書 に 発 送 年

月 日 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。

（ 委 任 ）

第 35条 こ の 節 に 定 め る も の の ほ か 、 文 書 の 収 受 及 び 発 送 に 関 し

必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

第 ５ 章 整 理

（ 職 員 の 整 理 義 務 ）

第 36条 職 員 は 、 こ の 章 の 定 め る と こ ろ に 従 い 、 次 に 掲 げ る 整 理

を 行 わ な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 に つ い て 分 類 し 、 名 称 を 付

す る と と も に 、 保 存 期 間 及 び 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 を 設 定 す

る こ と 。

(２ ) 相 互 に 密 接 な 関 連 を 有 す る 公 文 書 を 一 の 集 合 物 に ま と め

て 、 公 文 書 フ ァ イ ル と す る こ と 。

(３ ) 前 号 の 公 文 書 フ ァ イ ル に つ い て 分 類 し 、 名 称 を 付 す る と

と も に 、 保 存 期 間 及 び 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 を 設 定 す る こ

と 。

（ 分 類 及 び 名 称 ）

第 37条 公 文 書 フ ァ イ ル 等 は 、 当 該 所 属 の 事 務 及 び 事 業 の 性 質 、

内 容 等 に 応 じ て 系 統 的 （ ３ 段 階 又 は ４ 段 階 の 階 層 構 造 と す

る 。 ） に 分 類 し 、 分 か り や す い 名 称 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

（ 保 存 期 間 ）

第 38条 文 書 管 理 者 は 、 別 表 第 ２ に 定 め る と こ ろ に 基 づ き 、 文 書

分 類 表 を 定 め 、 文 書 情 報 シ ス テ ム に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。

２ 第 36条 第 １ 号 の 保 存 期 間 の 設 定 に つ い て は 、 原 則 と し て 、 次

の 各 号 に 掲 げ る い ず れ か に よ る も の と し 、 前 項 の 文 書 分 類 表 に

従 い 、 行 う も の と す る 。



(１ ) 3 0年

(２ ) 1 0年

(３ ) ５ 年

(４ ) １ 年

(５ ) １ 年 未 満 （ 第 ５ 項 に 規 定 す る も の に 限 る 。 ）

(６ ) 常 用 （ 随 時 、 追 記 又 は 更 新 を さ れ る 台 帳 、 例 規 集 等 の 業

務 に 常 時 利 用 す る も の と し て 継 続 的 に 保 存 す べ き も の に 限

る 。 ）

３ 第 36条 第 １ 号 の 保 存 期 間 の 設 定 及 び 第 １ 項 の 文 書 分 類 表 に お

い て は 、 歴 史 公 文 書 等 （ 条 例 第 ２ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 歴 史 公 文

書 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 該 当 す る と さ れ た 公 文 書 に あ っ て

は 、 １ 年 以 上 の 保 存 期 間 を 定 め る も の と す る 。

４ 第 36条 第 １ 号 の 保 存 期 間 の 設 定 及 び 第 １ 項 の 文 書 分 類 表 に お

い て は 、 歴 史 公 文 書 等 に 該 当 し な い も の で あ っ て も 、 県 政 が 適

正 か つ 効 率 的 に 運 営 さ れ 、 県 民 に 説 明 す る 責 務 が 全 う さ れ る よ

う 、 意 思 決 定 過 程 や 事 務 及 び 事 業 の 実 績 の 合 理 的 な 跡 付 け や 検

証 に 必 要 と な る 公 文 書 に つ い て は 、 原 則 と し て １ 年 以 上 の 保 存

期 間 を 定 め る も の と す る 。

５ 第 36条 第 １ 号 の 保 存 期 間 の 設 定 に お い て は 、 次 に 掲 げ る 文 書

に つ い て は 、 前 ２ 項 の 規 定 に 該 当 す る も の を 除 き 、 保 存 期 間 を

１ 年 未 満 と す る こ と が で き る 。

(１ ) 別 途 、 正 本 又 は 原 本 が 管 理 さ れ て い る 公 文 書 の 写 し

(２ ) 定 型 的 又 は 日 常 的 な 業 務 連 絡 、 日 程 表 等

(３ ) 出 版 物 又 は 公 表 物 を 編 集 し た 文 書

(４ ) 知 事 部 局 の 所 掌 事 務 に 関 す る 事 実 関 係 の 問 い 合 わ せ へ の

応 答

(５ ) 明 白 な 誤 り 等 の 客 観 的 な 正 確 性 の 観 点 か ら 利 用 に 適 さ な

く な っ た 文 書

(６ ) 意 思 決 定 の 途 中 段 階 で 作 成 し た も の で 、 当 該 意 思 決 定 に

与 え る 影 響 が な い も の と し て 、 長 期 間 の 保 存 を 要 し な い と 判

断 さ れ る 文 書

６ 第 36条 第 １ 号 の 保 存 期 間 の 設 定 に お い て は 、 通 常 は １ 年 未 満

の 保 存 期 間 を 設 定 す る 類 型 の 公 文 書 で あ っ て も 、 重 要 又 は 異 例

な 事 項 に 関 す る 情 報 を 含 む 場 合 な ど 、 合 理 的 な 跡 付 け や 検 証 に

必 要 と な る 公 文 書 に つ い て は 、 １ 年 以 上 の 保 存 期 間 を 設 定 す る

も の と す る 。

７ 第 36条 第 １ 号 の 保 存 期 間 の 起 算 日 は 、 公 文 書 を 作 成 し 、 又 は

取 得 し た 日 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 文 書 作 成 取 得 日 」 と い

う 。 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 と す る 。 た だ し 、 次 の

各 号 に 掲 げ る 公 文 書 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 日

を 起 算 日 と す る ほ か 、 文 書 作 成 取 得 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で あ っ

て ４ 月 １ 日 以 外 の 日 を 起 算 日 と す る こ と が 公 文 書 の 適 切 な 管 理

に 資 す る と 文 書 管 理 者 が 認 め る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 日 と す

る 。

(１ ) 法 規 公 文 書 、 出 勤 簿 等 で 編 さ ん が 暦 年 に よ る も の 当 該



公 文 書 を 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 の １ 月 １

日

(２ ) 歳 入 又 は 歳 出 に 係 る 公 文 書 当 該 歳 入 又 は 歳 出 の 属 す る

会 計 年 度 の 翌 会 計 年 度 の ６ 月 １ 日

８ 第 36条 第 ３ 号 の 保 存 期 間 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル に ま と め ら れ た

公 文 書 の 保 存 期 間 と す る 。

９ 第 36条 第 ３ 号 の 保 存 期 間 の 起 算 日 は 、 公 文 書 を 公 文 書 フ ァ イ

ル に ま と め た 日 の う ち 最 も 早 い 日 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 フ ァ

イ ル 作 成 日 」 と い う 。 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 と す

る 。 た だ し 、 フ ァ イ ル 作 成 日 か ら １ 年 以 内 の 日 で あ っ て ４ 月 １

日 以 外 の 日 を 起 算 日 と す る こ と が 公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す る

と 文 書 管 理 者 が 認 め る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 日 と す る 。

10 第 ７ 項 及 び 前 項 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る 公 文 書 及 び 当 該 公 文 書

が ま と め ら れ た 公 文 書 フ ァ イ ル に つ い て は 、 適 用 し な い 。 た だ

し 、 第 ２ 号 に 規 定 す る 複 数 年 度 が ５ 年 を 超 え る 場 合 は 、 当 該 公

文 書 又 は 公 文 書 フ ァ イ ル の 文 書 管 理 者 は 、 副 総 括 文 書 管 理 者 の

同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。

(１ ) 文 書 作 成 取 得 日 に お い て は 不 確 定 で あ る 期 間 を 保 存 期 間

と す る 公 文 書 及 び 当 該 公 文 書 が ま と め ら れ た 公 文 書 フ ァ イ ル

(２ ) 文 書 作 成 取 得 日 に お い て 複 数 年 度 に わ た る こ と が 予 定 さ

れ て い る 事 務 事 業 、 計 画 等 に 係 る も の で あ っ て 、 当 該 複 数 年

度 の 最 終 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 起 算 し て １ 年 以 内 の 日

を 保 存 期 間 の 起 算 日 と す る こ と が 公 文 書 の 適 切 な 管 理 に 資 す

る と 文 書 管 理 者 が 認 め た 公 文 書 及 び 当 該 公 文 書 が ま と め ら れ

た 公 文 書 フ ァ イ ル

第 ６ 章 保 存

（ 公 文 書 の 保 存 ）

第 39条 文 書 管 理 者 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 当 該 公 文 書

フ ァ イ ル 等 の 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 ま で の 間 、 適 切 に 保 存 し な

け れ ば な ら な い 。

（ 事 務 室 に お け る 保 存 ）

第 40条 公 文 書 フ ァ イ ル 等 （ 文 書 情 報 シ ス テ ム に 保 管 さ れ た 電 子

公 文 書 を 除 く 。 ） は 、 保 存 期 間 の 起 算 の 日 か ら １ 年 間 各 所 属 に

お い て 保 存 す る も の と す る 。 た だ し 、 出 先 機 関 に あ っ て は 、 原

則 と し て 保 存 期 間 が 満 了 す る 日 ま で の 間 、 当 該 出 先 機 関 に お い

て 保 存 す る も の と す る 。

（ 保 存 方 法 ）

第 41条 前 条 の 規 定 に よ る 保 存 期 間 を 経 過 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等

（ 電 磁 的 記 録 を 除 く 。 ） は 、 保 存 年 限 （ 保 存 期 間 が 満 了 す る 日

の 属 す る 会 計 年 度 又 は 暦 年 を い う 。 ） 別 に 整 理 し 、 別 に 定 め る

保 存 箱 に 収 納 し て 保 存 す る も の と す る 。

２ 文 書 情 報 シ ス テ ム に 保 管 さ れ た 電 子 公 文 書 は 当 該 保 管 さ れ た

こ と に よ り 総 務 部 文 書 情 報 課 （ 以 下 「 文 書 情 報 課 」 と い う 。 ）

へ 引 き 継 い で 文 書 情 報 シ ス テ ム に よ り 保 存 す る も の と し 、 そ の

他 の 電 磁 的 記 録 （ 前 条 の 規 定 に よ る 保 存 期 間 を 経 過 し た も の に



限 る 。 ） は 別 に 定 め る 方 法 に よ り 整 理 及 び 保 存 を す る も の と す

る 。

（ 本 庁 に お け る 集 中 管 理 ）

第 42条 本 庁 に お い て 第 40条 本 文 の 規 定 に よ る 保 存 期 間 を 経 過 し

た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 （ 電 子 公 文 書 を 除 く 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条

に お い て 同 じ 。 ） は 、 別 記 第 ６ 号 様 式 に よ る 保 存 公 文 書 引 継 ぎ

書 に よ り 、 文 書 情 報 課 へ 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。

２ 機 密 公 文 書 そ の 他 事 務 処 理 上 特 に 必 要 な 公 文 書 フ ァ イ ル 等

は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 必 要 と す る 期 間 に 限 り 、 主

務 課 で 保 管 す る こ と が で き る 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 必 要 と す る 期 間 を 経 過 し た と き は 、 直

ち に 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 を 文 書 情 報 課 へ 引 き 継 が な け れ ば な

ら な い 。

（ 公 文 書 館 に お け る 集 中 管 理 ）

第 43条 副 総 括 文 書 管 理 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 引 き 継 が れ た 公

文 書 フ ァ イ ル 等 の う ち 、 保 存 期 間 が 30年 以 上 の も の に つ い て

は 、 公 文 書 館 長 へ 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 副 総 括 文 書 管 理 者 は 、 前 条 の 規 定

に よ り 引 き 継 が れ た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の う ち 歴 史 公 文 書 等 に 該

当 す る と 認 め る も の に つ い て 、 公 文 書 館 長 と 協 議 の 上 、 公 文 書

館 長 へ 引 き 継 ぐ こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 副 総 括 文 書

管 理 者 は 、 当 該 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 主 務 課 に 対 し て 、 公 文 書 館

長 へ 引 き 継 い だ 旨 を 通 知 す る も の と す る 。

（ 集 中 管 理 公 文 書 の 管 理 ）

第 44条 副 総 括 文 書 管 理 者 又 は 公 文 書 館 長 は 、 前 ２ 条 の 規 定 に よ

り 引 き 継 が れ た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 （ 電 子 公 文 書 を 除 く 。 次 条 に

お い て 「 集 中 管 理 公 文 書 」 と い う 。 ） を い つ で も 閲 覧 す る こ と

が で き る よ う 書 庫 の 分 類 及 び 整 理 を し て お く と と も に 、 虫 害 、

湿 気 、 盗 難 又 は 火 災 の た め 損 傷 し 、 又 は 滅 失 す る こ と の な い よ

う 注 意 し な け れ ば な ら な い 。

（ 集 中 管 理 公 文 書 の 貸 出 し 等 ）

第 45条 集 中 管 理 公 文 書 を 借 り 受 け よ う と す る 職 員 は 、 別 記 第 ７

号 様 式 に よ る 公 文 書 貸 出 し 簿 に 記 入 し 、 集 中 管 理 公 文 書 の 文 書

管 理 者 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。

２ 集 中 管 理 公 文 書 の 貸 出 し 期 間 は 、 貸 出 し の 日 か ら 15日 以 内 と

す る 。 た だ し 、 必 要 な 範 囲 で 、 そ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き

る 。

３ 集 中 管 理 公 文 書 を 閲 覧 す る 職 員 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な

け れ ば な ら な い 。

(１ ) 他 の 者 に 転 貸 し な い こ と 。

(２ ) 抜 取 り 、 取 替 え 又 は 訂 正 を し な い こ と 。

(３ ) 破 損 し 、 汚 損 し 、 又 は 紛 失 し た と き は 、 直 ち に 副 総 括 文

書 管 理 者 に 報 告 し 、 そ の 指 示 を 受 け る こ と 。

(４ ) 庁 外 に 持 ち 出 さ な い こ と 。

第 ７ 章 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿



（ 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 調 製 及 び 公 表 ）

第 46条 総 括 文 書 管 理 者 は 、 知 事 部 局 の 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 に

つ い て 、 高 知 県 公 文 書 等 の 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 令 和 元

年 高 知 県 規 則 第 ○ 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 ５ 条 の 規

定 に よ り 、 文 書 情 報 シ ス テ ム を も っ て 調 製 す る も の と す る 。

２ 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 は 、 県 民 室 に 備 え て 一 般 の 閲 覧 に 供 す

る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト で 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

（ 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 へ の 記 載 ）

第 47条 文 書 管 理 者 は 、 少 な く と も 毎 年 度 １ 回 、 管 理 す る 公 文 書

フ ァ イ ル 等 （ 保 存 期 間 が １ 年 以 上 の も の に 限 る 。 ） の 現 況 に つ

い て 、 施 行 規 則 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 公 文 書 フ ァ イ

ル 管 理 簿 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 項 の 記 載 に 当 た っ て は 、 高 知 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 ２ 年 高

知 県 条 例 第 １ 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 非 開 示 情 報 に 該 当 す る 場 合

に は 、 当 該 非 開 示 情 報 を 明 示 し な い よ う に し な け れ ば な ら な

い 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い

て 、 公 文 書 館 に 移 管 し 、 又 は 廃 棄 し た 場 合 は 、 当 該 公 文 書 フ ァ

イ ル 等 に 関 す る 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 記 載 を 削 除 す る と と も

に 、 そ の 名 称 、 移 管 日 又 は 廃 棄 日 等 に つ い て 、 総 括 文 書 管 理 者

が 調 製 し た 移 管 ・ 廃 棄 簿 に 記 載 し な け れ ば な ら な い 。

第 ８ 章 移 管 、 廃 棄 又 は 保 存 期 間 の 延 長

（ 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 ）

第 48条 文 書 管 理 者 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 別 表 第 ２ に

定 め る と こ ろ に 基 づ き 、 保 存 期 間 の 満 了 前 の で き る 限 り 早 い 時

期 に 、 条 例 第 ９ 条 第 ５ 項 の 保 存 期 間 が 満 了 し た と き の 措 置 を 定

め な け れ ば な ら な い 。

２ 前 条 第 １ 項 の 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て は 、 公 文 書 フ ァ イ ル

管 理 簿 へ の 記 載 に よ り 、 前 項 の 措 置 を 定 め る も の と す る 。

（ 移 管 又 は 廃 棄 ）

第 49条 文 書 管 理 者 は 、 総 括 文 書 管 理 者 の 指 示 に 従 い 、 保 存 期 間

が 満 了 し た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 定 め に 基 づ き 公 文 書 館 に 移 管 し 、 又 は 廃 棄 し な け れ ば な ら な

い 。

２ 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 、 保 存 期 間 が 満 了 し た 公 文

書 フ ァ イ ル 等 を 公 文 書 館 に 移 管 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る と き

は 、 公 文 書 館 に 移 管 し 、 又 は 廃 棄 し よ う と す る 日 の 60日 以 上 前

に 公 文 書 館 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 協 議 を 行 っ た と き は 、 当 該 協 議 を 行 っ

た 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 、 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 記 載 を

修 正 し な け れ ば な ら な い 。

４ 文 書 管 理 者 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 移 管 す る 公 文 書 フ ァ イ ル

等 に 、 条 例 第 16条 第 １ 項 第 １ 号 に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る も の と

し て 公 文 書 館 に お い て 利 用 の 制 限 を 行 う こ と が 適 切 で あ る と 認

め る 場 合 に は 、 総 括 文 書 管 理 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、 公 文 書 館 長



に 意 見 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 そ の 場 合 に は 、 利 用 制 限 を

行 う べ き 箇 所 及 び そ の 理 由 に つ い て 、 具 体 的 に 記 載 す る も の と

す る 。

５ 総 括 文 書 管 理 者 は 、 条 例 第 12条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 文 書

館 長 か ら 公 文 書 フ ァ イ ル 等 に つ い て 廃 棄 の 措 置 を と ら な い よ う

に 求 め ら れ た 場 合 に は 、 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。

（ 保 存 期 間 の 延 長 ）

第 50条 文 書 管 理 者 は 、 施 行 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 場 合

に は 、 同 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 保 存 期 間 及 び 保 存 期 間 の 満

了 す る 日 を 延 長 し な け れ ば な ら な い 。

２ 文 書 管 理 者 は 、 施 行 規 則 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 場 合 に は 、

職 務 の 遂 行 上 必 要 な 限 度 に お い て 、 30年 以 内 の 期 間 を 定 め て 、

公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 保 存 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。 た だ

し 、 副 総 括 文 書 管 理 者 の 同 意 を 得 た 場 合 は 、 30年 を 超 え て 定 め

る こ と が で き る 。

３ 文 書 管 理 者 は 、 施 行 規 則 第 ４ 条 各 項 の 規 定 に 基 づ き 、 保 存 期

間 及 び 保 存 期 間 の 満 了 す る 日 を 延 長 し た 場 合 は 、 施 行 規 則 第 ５

条 第 １ 項 第 12号 の 規 定 に よ り 、 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 の 記 載 を

修 正 し な け れ ば な ら な い 。

（ 廃 棄 公 文 書 の 処 置 ）

第 51条 文 書 管 理 者 は 、 廃 棄 を し よ う と す る 公 文 書 フ ァ イ ル 等

（ 電 磁 的 記 録 を 除 く 。 ） に 印 影 そ の 他 転 用 の お そ れ の あ る も の

が 記 載 さ れ て い る と き は 、 焼 却 又 は 裁 断 を し な け れ ば な ら な

い 。

２ 電 磁 的 記 録 （ 文 書 情 報 シ ス テ ム に よ り 作 成 し た 電 子 公 文 書 を

除 く 。 ） は 、 別 に 定 め る 方 法 に よ り 廃 棄 を し な け れ ば な ら な

い 。

第 ９ 章 点 検 及 び 監 査 並 び に 管 理 状 況 の 報 告 等

（ 点 検 及 び 監 査 ）

第 52条 文 書 管 理 者 は 、 自 ら 管 理 責 任 を 有 す る 公 文 書 の 管 理 状 況

に つ い て 、 少 な く と も 毎 年 度 １ 回 、 点 検 を 行 い 、 そ の 結 果 を 総

括 文 書 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

２ 監 査 責 任 者 は 、 公 文 書 の 管 理 状 況 に つ い て 、 少 な く と も 毎 年

度 １ 回 、 監 査 を 行 い 、 そ の 結 果 を 総 括 文 書 管 理 者 に 報 告 し な け

れ ば な ら な い 。

３ 総 括 文 書 管 理 者 は 、 点 検 又 は 監 査 の 結 果 等 を 踏 ま え 、 公 文 書

の 管 理 に つ い て 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。

（ 紛 失 等 へ の 対 応 ）

第 53条 文 書 管 理 者 は 、 公 文 書 フ ァ イ ル 等 の 紛 失 又 は 誤 廃 棄 が 明

ら か と な っ た 場 合 は 、 直 ち に 総 括 文 書 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば

な ら な い 。

２ 総 括 文 書 管 理 者 は 、 前 項 の 報 告 を 受 け た と き は 、 速 や か に 被

害 の 拡 大 防 止 等 の た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と す る 。

（ 管 理 状 況 の 報 告 等 ）

第 54条 文 書 管 理 者 は 、 毎 年 度 、 施 行 規 則 第 ８ 条 各 号 に 掲 げ る 公



文 書 の 管 理 の 状 況 に つ い て 、 総 括 文 書 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば

な ら な い 。

２ 文 書 情 報 課 長 は 、 前 項 の 報 告 及 び 条 例 第 13条 第 １ 項 の 規 定 に

よ る 知 事 部 局 以 外 の 実 施 機 関 か ら の 報 告 を 取 り ま と め 、 そ の 概

要 を イ ン タ ー ネ ッ ト に よ り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。

第 10章 研 修

（ 研 修 の 実 施 ）

第 55条 総 括 文 書 管 理 者 は 、 職 員 に 対 し 、 公 文 書 の 管 理 を 適 正 か

つ 効 果 的 に 行 う た め に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 習 得 さ せ 、 又 は 向

上 さ せ る た め に 必 要 な 研 修 を 行 う も の と す る 。 ま た 、 総 括 文 書

管 理 者 は 、 各 職 員 が 少 な く と も 毎 年 度 １ 回 、 研 修 を 受 け ら れ る

環 境 を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。

（ 研 修 へ の 参 加 ）

第 56条 文 書 管 理 者 は 、 総 括 文 書 管 理 者 及 び 公 文 書 館 そ の 他 の 機

関 が 実 施 す る 研 修 に 職 員 を 積 極 的 に 参 加 さ せ な け れ ば な ら な

い 。 ま た 、 職 員 は 、 適 切 な 時 期 に 研 修 を 受 講 し な け れ ば な ら な

い 。

第 11章 補 則

（ 委 任 ）

第 57条 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 総 括 文 書 管 理 者 が

別 に 定 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 程 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 程 の 規 定 （ 次 項 か ら 附 則 第 ７ 項 ま で の 規 定 を 除 く 。 ）

は 、 こ の 規 程 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に 作

成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 に つ い て 適 用 す る も の と し 、 施 行 日

前 に 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 公 文 書 （ 以 下 「 施 行 日 前 公 文 書 」 と

い う 。 ） の 管 理 に つ い て は 、 条 例 第 １ 条 の 目 的 及 び こ の 規 程 に

よ る 改 正 前 の 高 知 県 公 文 書 規 程 の 規 定 を 踏 ま え 、 こ の 規 程 の 規

定 に 準 じ て 管 理 す る も の と す る 。

３ 施 行 日 に お い て 、 知 事 部 局 が 保 有 す る 永 年 又 は 30年 以 上 の 保

存 期 間 が 定 め ら れ て い る 施 行 日 前 公 文 書 は 、 保 存 期 間 が 30年 と

し て 定 め ら れ て い た も の と み な す 。

４ 前 項 の 規 定 に よ り 保 存 期 間 が 30年 と し て 定 め ら れ て い た と み

な さ れ る 施 行 日 前 公 文 書 で あ っ て 、 施 行 日 の 前 日 ま で に 保 存 期

間 が 満 了 し て い る と み な さ れ る 施 行 日 前 公 文 書 に つ い て は 、 保

存 期 間 が 施 行 日 の 前 日 ま で 延 長 さ れ て い る も の と み な す 。

５ 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 施 行 日 の 前 日 に 保 存 期 間 が 満 了 し た 施 行

日 前 公 文 書 に つ い て 、 第 50条 第 ２ 項 の 規 定 に 準 じ て 保 存 期 間 を

延 長 す る 場 合 は 、 当 該 施 行 日 前 公 文 書 の 保 存 期 間 を 10年 延 長 し

た も の と し 、 令 和 12年 ３ 月 31日 に 保 存 期 間 が 満 了 す る も の と み

な す 。 た だ し 、 当 該 保 存 期 間 を 延 長 す る 時 点 に お い て 、 文 書 管

理 者 が 別 の 延 長 す る 期 間 を 定 め た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。



６ 本 庁 の 文 書 管 理 者 は 、 第 42条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 の 規 定 に 準 じ

て 、 施 行 日 前 公 文 書 を 文 書 情 報 課 へ 引 き 継 ぐ と き は 、 遅 滞 な く

当 該 施 行 日 前 公 文 書 を 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 に 記 載 す る も の と

す る 。

７ 文 書 管 理 者 は 、 施 行 日 以 後 に 保 存 期 間 が 満 了 す る 施 行 日 前 公

文 書 に つ い て 、 第 50条 各 項 の 規 定 に 準 じ て 当 該 施 行 日 前 公 文 書

の 保 存 期 間 を 延 長 す る 場 合 で あ っ て 、 当 該 施 行 日 前 公 文 書 の 通

算 の 保 存 期 間 が 30年 を 超 え る と き は 、 遅 滞 な く 当 該 施 行 日 前 公

文 書 を 公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿 に 記 載 す る よ う 努 め る も の と す

る 。



別 表 第 １ （ 第 18条 関 係 ）

普 通 公 文 書 の 発 信 者 名

１ 本 庁

２ 出 先 機 関

区 分 例 示
発 信

者 名

普 通 公

文 書

１ 国 会 の 議 員 又 は 国 会 の 委 員 長 宛 て

２ 内 閣 又 は 国 の 行 政 機 関 若 し く は そ の 部 局

の 長 宛 て

３ 裁 判 所 の 長 官 若 し く は 所 長 又 は 検 察 庁 の

検 事 総 長 若 し く は 検 事 正 宛 て

４ 都 道 府 県 の 知 事 又 は 議 会 の 長 宛 て

５ 市 町 村 の 長 又 は 議 会 の 長 宛 て の 特 に 重 要

な も の

６ 個 人 又 は 団 体 の 長 宛 て の 特 に 重 要 な も の

７ そ の 他 知 事 名 に よ る こ と を 適 当 で あ る と

す る も の

知 事

１ 都 道 府 県 の 副 知 事 又 は 議 会 の 副 議 長 宛 て

２ 依 命 通 達 の う ち 重 要 な も の

３ そ の 他 副 知 事 名 に よ る こ と を 適 当 で あ る

と す る も の

副 知

事

１ 都 道 府 県 の 局 部 長 宛 て

２ 市 町 村 の 長 又 は 議 会 の 長 宛 て

３ 課 長 又 は 出 先 機 関 長 宛 て の 重 要 な も の

４ 個 人 又 は 団 体 の 長 宛 て の 重 要 な も の

５ そ の 他 理 事 名 又 は 部 長 名 に よ る こ と を 適

当 で あ る と す る も の

理 事

部 長

１ 課 長 又 は 出 先 機 関 長 宛 て の 軽 易 な も の

２ 個 人 又 は 団 体 の 長 宛 て の 軽 易 な も の

３ そ の 他 課 長 名 に よ る こ と を 適 当 で あ る と

す る も の

課 長

証 票 そ

の 他 の

普 通 公

文 書

１ 証 票 等 県 名 に よ る こ と を 適 当 で あ る と す

る も の

２ そ の 他 県 名 に よ る こ と を 適 当 で あ る と す

る も の

県

区 分 例 示
発 信

者 名



普 通 公

文 書

１ 本 庁 又 は 官 公 署 宛 て

２ 市 町 村 の 長 又 は 議 会 の 長 宛 て

３ 個 人 又 は 団 体 の 長 宛 て

４ そ の 他 出 先 機 関 長 名 に よ る こ と を 適 当 で

あ る と す る も の

出 先

機 関

長

証 票 そ

の 他 の

普 通 公

文 書

１ 証 票 等 出 先 機 関 名 に よ る こ と を 適 当 で あ

る と す る も の

２ そ の 他 出 先 機 関 名 に よ る こ と を 適 当 で あ

る と す る も の

出 先

機 関



別表第２（第38条、第48条関係）

作成し、又は取得した公文書の保存期間の設定については、(１)により行うものとし、保存期

間の満了時の措置について個別の公文書ファイル等の保存期間の満了時の措置の判断について

は、(１)から(５)までに従って行い、いずれかにおいて移管と判断される場合には移管するもの

とする。

また、ⅠからⅤまでのいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書」に当た

り、保存期間の満了後には公文書館に移管するものとする。

(１) 業務単位での公文書保存期間区分及び保存期間の満了時の措置

Ⅰ 実施機関の組織及び機能並びに政策の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要な情報

が記録された文書

Ⅱ 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書

Ⅲ 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録された文書

Ⅳ 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書

Ⅴ ⅠからⅣまでに掲げるもののほか、歴史資料として重要な情報が記録された公文書その他

の文書

区分 公文書の内容又は形式の別 保存

期間

保存期間満了時の措置

条例等の制定又は改廃及びその経緯

１ 条例、規則、

訓令、通達等

の例規に関す

る公文書

条例及び規則の制定又は改廃及びその

経緯に関するもの

30 年 移管

訓令、公示、要綱、通達

及び依命通達の制定又は

改廃及びその経緯に関す

るもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県行政に関する重要な訓

令、通達及び告示に関する

もの

・県行政や県民生活に顕著

な効果又は影響を与えた要

項及び要領等の制定及び大

きな改正に関するもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

法令の施行に伴う通知等

に関するもの

重要なもの 10 年 以下について移管

・県行政に関する重要な通

知に関するものその他 ５年

公報に関するもの 法務課で保

存するもの

30 年 移管

２ 県の各種制度

及び行政組織

行政組織の新設又は改廃

及びその経緯に関するも

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県行政組織の新設及び改



の新設・改廃

に関する公文

書

の 重要なもの 10 年 廃並びに職務権限に関する

もの

その他 ５年

恩給、退隠料及び退職手当に関するも

の

30 年 移管

給料、諸手当及び旅費に

関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・給与の変遷に関するもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

議会、庁議又は県と市町村等の長で構成される会議等（これらに準ずるものを含む。）の決定

又は了解及びその経緯

３ 議会、各種委

員会、主要会

議等の審議経

過、結果に関

する公文書

県議会提出議案、県議会議決書及び会

議録に関するもの

30 年 移管

諸会議に関するもの 特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県の主要な施策の実施に

関するもの（庁議等に関す

る公文書は、主務課のもの

を移管）

重要なもの 10 年

その他 ５年

複数の実施機関による申合せ又は他の実施機関若しくは市町村等に対して示す基準の設定及び

その経緯

４ 市町村の廃置

分合等に関す

る公文書

市町村の廃置、分合、名称、地籍及び

区域に関するもの

30 年 移管

県議会及び市町村議会における議決に

関するもの

30 年 移管

付属機関における諮問及び答申に関す

るもの

30 年 移管

請願、陳情、要望その他

調査に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・住民等からの請願、陳

情、要望、その他調査に関

するものでその後の県の施重要なもの 10 年



その他 ５年 策に大きな影響のあったも

の

５ 地方自治制度

に関する公文

書

市町村に係る地方自治の

基本的事項や地方自治法

等に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・市町村に係る地方自治の

基本的事項や組織、運営等

を定めた地方自治法及び同

法施行令の一部改正に関す

るもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

市町村に係る公務員関

係、財政運営等制度に関

するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・市町村に係る公務員関

係、財政運営、選挙関係、

公営企業関係等の制度に関

するもの

・一部事務組合の設置や重

要な変更等に関するもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

市町村の事務事業に関す

る基準等に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・市町村の事務事業に関し

て県が示した基準等に関す

る重要なもの重要なもの 10 年

その他 ５年

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

６ 許認可、免

許、承認等に

関する公文書

認可、許可、免許、登録

及び認定に関するもの

（当該認可等の効力が消

滅する日に係る特定日を

起算日とする。）

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県民生活に少なからず影

響を及ぼす可能性のある許

認可等に関するもの（軽易

な内容のものを除く。）

・許認可等に関する「台

帳」

・各種免許に係る試験に関

するもの

・各種団体等に係る重要な

内容に関するもの

以下

重要なもの 10 年

その他 ５年

その他のう

ち軽易なも

の

１年 廃棄



７ 指導、検査等

に関する公文

書

指導、検査等に関するもの ５年 以下について移管

・指導検査等に関する基

準、検査マニュアルに関す

るもの

・法令等に基づく医療機

関、事業所、組合等の指導

及び検査に関するもので、

事業執行等で特に重要な問

題があったもの

・国庫補助等に関する会計

検査において、事業執行等

で特に重大な問題があった

もの

会計検査院の検査に関するもの ５年

監査委員の監査に関するもの ５年

会計管理局の事務指導に関するもの ５年

その他事務指導監査等に関するもの ５年

市町村等の監査等に関す

るもの

特に重要な

もの

10 年 以下について移管

・事業執行等で特に重大な

問題があったもの

重要なもの ５年

その他 １年 廃棄

個人又は団体に対する指

導、検査、監査等の関係

特に重要な

もの

10 年 以下について移管

・事業執行等で特に重大な

問題があったもの

重要なもの ５年

その他 １年 廃棄

８ 行政手続、争

訟（訴訟、土

地収用裁決、

不服申立て等

をいう。）に

関する公文書

行政手続に関するもの 30 年 移管

訴訟等に関するもの（訴

訟が終結する日に係る特

定日を起算日とする。）

重要なもの 30 年 以下について移管

・行政手続に関して県が定

めた審査基準に関するもの

・県が一方の当事者として

発生した訴訟に関する次の

ようなもののうち、その後

の県の政策等に影響を与え

たもの

ア 行政不服審査に関する

もの

イ 訴訟に関するもの

ウ その他の紛争解決方法

の実施等に関するもの

その他 ５年

不服申立てに関するもの（裁決、決定

その他の処分がされる日に係る特定日

を起算日とする。）

５年



職員の人事に関する事項

９ 常勤職員の任免、分限及び懲戒に関す

るもの

30 年 移管

会計年度任用職員の任免に関するもの ５年 廃棄

特別職非常勤職員の任命

に関するもの

法定委員 30 年 移管

その他の職

員

５年 廃棄

常勤職員及び法定委員の履歴の関係 30 年 移管

職員の出張、特殊勤務、時間外勤務等

の命令の関係

５年 廃棄

職員の服務、教養及び研

修並びに福利厚生等の関

係

特に重要な

もの

10 年 廃棄

重要なもの ５年 廃棄

その他 １年 廃棄

その他の事項

10 予算、決算及

び収支等財政

状況に関する

公文書

予算書及び決算書 財政課又は

会計管理局

で各１部保

存するもの

30 年 移管

その他 ５年 廃棄

収入及び支出に関するも

の

証拠書類 ５年 廃棄

その他 １年 廃棄

県や市町村の財政に関す

るもの

重要なもの 10 年 移管

その他 ５年 廃棄

11 県の計画等に 県の基本計画に関するもの 30 年 移管



関する公文書 県行政又は事業に関する

計画又は方針の策定及び

その経緯に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・計画策定又は改訂に関す

る最終的な決裁文書、計画

書（冊子、ＰＲ版等を含

む。）に関するもの

・計画策定までのプロセス

に関するもの

・県民からの計画案に対す

る意見等を記録したもの

・計画等の評価に関するも

の

重要なもの 10 年

その他 ５年

12 各種施策、事

業の実施に関

する公文書

各種施策及び事業の実施

に関するもの

特に重要な

もの

30 年 移管

重要なもの 10 年 以下について移管

・県が実施した各種施策

で、顕著な効果をもたらし

たり、話題性に富んだ施策

で次のようなもの

ア 事業の実施に関連する

各種調査の結果に関する

もの

イ 事業の実施に当たり必

要となった各種許認可手

続きに関するもの

その他 ５年

契約書、覚書等に関する

もの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・施策・事業の実施に関連

して、国、他の地方公共団

体及び民間その他と締結し

た協定書等

重要なもの 10 年

その他 ５年

県行政の推進のための啓

発、指導等に関するもの

特に重要な

もの

30 年 移管

重要なもの 10 年 廃棄

その他 ５年 廃棄

13 公共事業の実

施に関する公

施設の設計、工事等の施

行等に関するもの（当該

特に重要な

もの

30 年 以下について移管
・県が実施した公共施設等



文書 事業終了の日に係る特定

日を起算日とする。）

重要なもの 10 年 の整備で、顕著な効果をも
たらしたり、話題性に富ん
だ施設に関するもので次の
ようなもの
ア 基本構想（調査設
計）、基本計画及び実施
計画等に関するもの

イ 事業の実施に関連する
各種調査（地質、電波障
害、日照等の調査）の結
果に関するもの

ウ 事業の実施に当たり必
要となった各種許認可手
続きに関するもの

エ 事業実施に関する住民
説明会等の記録に関する
もの

オ 事業の評価に関するも

の

その他 ５年

14 叙位、叙勲、

褒章、表彰等

に関する公文

書

皇室に関するもの（行幸啓を含む） 30 年 移管

庁中儀式等に関するもの 30 年

褒章、位階勳等に関するもの 30 年

県政功労者表彰に関するもの 30 年

特定の業績に対する表彰等に関するも

の

10 年 以下について移管

・顕著な効果をもたらした

り、話題性に富んだ業績に

関するもの

15 審議会等の諮

問結果に関す

る公文書

附属機関等による審議経

過及び結果に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・法律又は条例の定めると

ころにより設置された審議

会等の附属機関及び要綱、

要領等により設置された協

議会等の私的諮問機関の審

議経過及び結果に関するも

ののなかで、特に保存すべ

きと判断される内容に関す

るもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

附属機関等に係る資料に

関するもの

重要なもの 10 年 廃棄

その他 ５年 廃棄



16 調査、統計及

び研究に関す

る公文書

県民意識調査等に関する

もの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・世論調査、県政モニター

により県民の意識等がわか

る報告書に関するもの重要なもの 10 年

その他 ５年

統計調査等に関するもの 特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・統計に関する報告書に関

するもの（行政刊行物とし

て刊行されたものを除

く。）

重要なもの 10 年

その他 ５年

調査研究等に関するもの 特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・調査及び研究に関する報

告書に関するもの（行政刊

行物として刊行されたもの

を除く。）

重要なもの 10 年

その他 ５年

17 選挙に関する

公文書

県内で行われた国政選

挙、最高裁判所裁判官国

民審査、地方公共団体の

長及び議員の選挙、高知

県海区漁業調整委員会委

員選挙並びに県の公選職

に係る地方自治法上の直

接請求（県議会の解散、

知事又は県議会議員の解

職についての請求等）に

関するもの

重要なもの 10 年 移管。ただし、県又は市町

村の選挙管理委員会が作成

する選挙結果調又は記録に

係る刊行物と重複するもの

は、廃棄

その他 ５年 廃棄

18 知事等に関す

る公文書

知事等の特別職にかかわる事務引継に

関するもの

30 年 移管

部長、副部長、課長及び出先機関長の

事務引継に関するもの

５年 廃棄

知事の記者会見等に関す

るもの

重要なもの 10 年 以下について移管

・県の重要な施策に関する

もの

・話題性に富んだもの

その他 ５年



県の重要な政策等の広報

に関するもの

重要なもの 10 年 以下について移管

・県の重要な施策に関する

もの

・話題性に富んだもの

その他 ５年

19 起債、補助金

及び貸付金に

関する公文書

県債及び県債償還に関するもの 30 年

市町村債に関するもの 重要なもの 10 年 以下について移管

・顕著な効果をもたらした

り、話題性に富んだ事業に

関するもの

その他 ５年

国庫補助金（会計管理局

の所掌のものを除く）に

関するもの

重要なもの 10 年 以下について移管

・国庫補助（負担）を受け

た県の事業については県民

生活に顕著な効果をもたら

したり、話題性に富んだ事

業（公共事業関係は除

く。）（事業規模○○億円

以上）に関するもの。ただ

し、国庫補助（負担）の文

書のみが整理されたファイ

ルは廃棄

・国庫補助（負担）を受け

た市町村の事業について

は、当該事業が顕著な効果

をもたらしたり、話題性に

富んだ事業に関するもの

その他 ５年

県単補助金、交付金およ

び貸付金に関するもの

重要なもの 10 年 以下について移管

・県が制定した補助金交付

要綱及び実施要領等に関す

るもの

・県単独の補助金又は国も

しくは県から貸付金を受け

た市町村もしくは民間施設

の事業で、顕著な効果をも

たらしたり、話題性に富ん

だ事業（事業規模○○千円

以上）に関するもの

その他 ５年

20 県有財産の取

得、管理及び

県有財産の取得、管理及び処分に関す

る公文書

30 年 以下について移管

・県有財産の取得、管理及



処分に関する

公文書

その他のもの ５年 び処分に関するもの（軽易

な内容のものは除く。）

21 行政代執行に

関する公文書

行政代執行に関するもの 10 年 移管

22 陳情、請願、

要望等に関す

る公文書

陳情、請願処理等に関するもの ５年 以下について移管

ただし、主務課のものに限

る。

・県民や諸団体からの各種

陳情、請願、意見等に関す

るもののなかで、県行政や

県民生活に顕著な効果又は

話題性に富んだ内容のもの

・知事等が出席する広聴集

会等により、県民のニー

ズ、要望等がわかるもの

・国の施策・制度・予算に

対する県の要望等に関する

もの

県民の相談、団体等からの要望に関す

るもの

５年

23 政治、社会、

文化又は世相

を反映した公

文書

県内で開催された儀式、

イベントに関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県内で開催された儀式、

イベント行事及び会議等

で、全国的規模のもの及び

主要なもの等に関するもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

県内で発生した災害等に

関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県内で発生した風水害等

の災害で、県民生活に顕著

な影響を与えた災害に関す

るもの

重要なもの 10 年

その他 ５年

県内で発生した事件、事

故等に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・県内で発生した重大な事

件・事故等に関するもの

重要なもの 10 年

その他 ５年



(２) 政策単位での保存期間の満了時の措置

(１)の表に掲げる公文書のほか、県として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であ

って、社会的な影響が大きく県全体として対応し、その教訓が将来にいかされるような次の

ものについては、ⅠからＶまでに照らして、同表で「廃棄」とされているものも含め、原則

として移管するものとする。

① 災害及び事故事件への対処

繁藤災害関連、昭和50・51年台風被害関連、９８'高知豪雨関連、モード・アバンセ

事件関連等

② 県における行政等の新たな仕組みの構築

県に関連した海外・県外

等に関するもの

特に重要な

もの

30 年 以下について移管

・国際交流、県民の海外移

住等に関するもの

・県民が関わった海外や県

外で発生 した重大事故及

び事件等に関するもの

・高知県が関わった大規模

な災害や事故等に関するも

の

重要なもの 10 年

その他 ５年

24 その他 情報公開及び個人情報保

護に関するもの

重要なもの ５年 廃棄

その他 １年 廃棄

文書の管理等に関するも

の

文書の管理

簿（移管・

廃棄）

５年 移管

前各項に掲げる公文書以

外のもの

30 年 保 存

の必要があ

るもの

30 年 以下について移管

・１のⅠ～Ｖに該当するも

の

10 年 保 存

の必要があ

るもの

10 年

５年保存の

必要がある

もの

５年

１年保存の

必要がある

もの

１年



公文書管理制度の制定、行政手続条例の制定、情報公開条例の制定等

(３) 昭和27年度までに作成し、又は取得された文書

昭和27年度までに作成し、又は取得された文書については、ⅠからＶまでに該当する可能

性が極めて高いことから、原則として移管するものとする。

(４) 特定秘密である情報を記録する公文書

特定秘密である情報を記録する公文書については、特定秘密の保護に関する法律（平成25

年法律第108号）及び特定秘密の保護に関する法律施行令（平成26年政令第336号）並びにこ

れらの運用基準を踏まえ、移管又は廃棄の判断を行うものとする。

(５) その他注意事項

① 「移管」とされている文書が含まれている公文書ファイル等は、全て移管するものとす

る。

② 移管については、当該業務を主管する課等の文書管理者において行うものとする。



別記
第１号様式（第15条関係）

高知県

回議書
保存期間 保存期間満了日

年 月 日

保存期間満了時の措置 施行注意 公文書記号番号
第 号

公文書日付
年 月 日広報

所属
電話

起案者氏名開示
区分

開示・部分開示・非開示

部分開示・非開示の理由

決裁 合議 起案日 年 月 日

処理期限 年 月 日

決裁日 年 月 日

発送日 年 月 日

浄書 校合 公印

発送種別

分類 ファイル名

件名

（以下58行）



第２号様式（第21条関係）

例文登録台帳

登 録 課 名

登録年
月日

登録
番号

登 録 事 案 名
変更年
月日

抹消年
月日

備 考



第３号様式（第23条関係）

公 文 書 番 号 簿

年度（課名）（出先機関名）

注 「月日」欄には、その公文書番号を取った月日を記入する。

番号 月 日 起 案 者 備 考 番号 月 日 起 案 者 備 考

１ 21

２ 22

３ 23

４ 24

５ 25

６ 26

７ 27

８ 28

９ 29

10 30

11 31

12 32

13 33

14 34

15 35

16 36

17 37

18 38

19 39

20 40



第４号様式（第26条関係）

押印済み用紙受払簿

備考 「保管者」とは、高知県公印規程第２条に規定する公印管理者又は同令第８条に規

定する公印取扱者をいう。

公文書の名称
（使用目的）

保管者職
・氏名

年月日 受入数 払出数
書損及び
汚損数

残数

取扱者

備考
交付
者印

受領
者印



第５号様式（第28条関係）

経 由 印

高 知 県 ・ 経 由（出 先 機 関 名）

第 号

年 月 日 受 付

年 月 日 進 達



第６号様式（第42条関係）

（１号）

保存公文書引継ぎ書

年 月 日

文書情報課長 様

（副総括文書管理者）

文書管理者

高知県公文書規程第42条の規定により、下記の公文書を引き継ぎます。

記

１ 起算年度

２ 保存期間

３ ファイル名

注 １ 「収納番号」欄の記入に当たっては、ボックスの場合には「Ｂ」を、半ボックスの場合に

は「Ｈ」を○で囲む。

２ 「特定個人情報の有無」欄は、特定個人情報を含む場合にのみ「有」を記入する。

３ 「保存期間満了後の措置」欄は、「移管」又は「廃棄」を記入する。

４ 「保存場所」欄は、記入しない。

収納番号 ファイル名
特定個人情

報の有無

保存期間満了

後の措置
保存場所

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－



（２号）

保存公文書引継ぎ書

文書管理者

１ 起算年度

２ 保存期間

３ ファイル名

収納番号 ファイル名
特定個人情

報の有無

保存期間満了

後の措置
保存場所

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－

Ｂ・Ｈ－



第７号様式（第45条関係）

公 文 書 貸 出 し 簿

貸 与
承認印

完結
年度

保存
期間

名 称
（ファイル名）

課 名
（出先機関名）

借用者
氏 名

貸与年月日 返戻年月日

年 月 日 年 月 日

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・


